
子どもたちがまっすぐに育

ちますように！

『声のラン』～声の「花」を咲かせましょう！

広報ちとせ８月号 　17

　青少年課は、生徒指導係と青

少年指導係の２係体制になって

います。

　生徒指導係は、不登校児童生

徒のための学校適応指導教室

「おあしす」を運営し、学校に

早く戻ることができるよう指導

や支援を行っています。また、

スクールカウンセラーや心の教

室相談員を学校に置いていま

す。これらの担当者は、学校な

どと協力しながら、子どもたち

が抱える悩みや問題の解決にあ

たっています。このほか、すべ

ての小・中学生を対象に教育相

談を行っています。

　青少年指導係は、青少年指導

センターの事務局を担当し、青

少年の健全育成と非行防止のた

め、日常的に声かけなどの巡回

指導を行っています。また、子

どもたちが安全に安心して登下

校できるよう地域の方々の協力

を得て行っている「千歳っ子見

守り隊」や「子ども１１０番の

家」の業務を担当しています。

　このほか、学校や市民などか

ら寄せられる不審者情報のＦＡ

Ｘやメールによる配信などを行

い注意を呼びかけています。

　子どもたちのまっすぐな成長

に取り組んでいます。

【お問い合わせは】
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◎ 青少年課 ［教育委員会庁舎２階］
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【ワンポイントメモ】

住宅用火災警報器が適切に機能する

ようつぎのことに心がけましょう。

○年に一度はホコリなどの汚れ     

  をふき取る

○作動するか定期的に確認する

○取り扱い説明書で電池の寿命

  を確認する

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
オ
ー
ル

電
化
住
宅
で
も
必
要
で
す
か
？

ま
た
設
置
率
は
？

］

［

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設

置
が
義
務
化
さ
れ
た
と
聞

き
ま
し
た
。

　

我
が
家
は
オ
ー
ル
電
化
住
宅
な
の

で
安
全
だ
と
思
い
火
災
警
報
器
を
設

置
し
て
い
ま
せ
ん
が
設
置
は
必
要
で

す
か
？

　

ま
た
、
ど
の
く
ら
い
の
住
宅
に
火

災
警
報
器
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
か
？

　
「いまさら、なかなか聞けない

わ」ということはありませんか？

小さなことでも、正しく理解し

ていただくために、「イマハナ」コーナ

ーでは、皆さんのささやかな疑問にお答

えします。
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確定申告の修正はいつ

までできるの？

【詳細】税務課市民税係 (24)０１５８

確定申告の更正の請求 ( 控除の追加など )

は、所得税の還付などを受けるための確

定申告書を提出した方は、確定申告書を

提出した日の 1 年後まで申告することが

できます。修正申告で納付額が生じると

きは、延滞税などが加算されることがあ

ります。また、還付申告は５年間さかの

ぼって行うことができます。たとえば、

平成 17 年分は今年の 12 月 31 日まで申

告することができます。
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